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法
幣
の
「
怯
定
相
場
」
「
布
揚
相
場
」
及
「
商
業
相
場
」

第
五
十
一
巻

四

0
0

第
四
揖

，、

法
幣
の
「
法
定
相
場
L

「
市
場
相
場
」
及
「
商
業
相
場
」

十

亀

盛

ヨた

民
国
廿
四
年
十
一
月
三
日
図
民
政
府
の
断
行
し
た
幣
制
改
革
は
銀
本
位
を
棄
て

L
紙
幣
本
位
忙
移
り
、
銀
は
固
有
と
化
し
た
の
で

法
幣
の
貫
閣
は
政
府
議
行
の
不
換
紙
幣
に
援
じ
た
と
倣
す
こ
と
が
向
来
る
。
業
忙
不
換
紙
幣
で
あ
る
以
上
之
が
債
値
を
維
持
す
る
矯

め
に
積
倒
的
危
る
政
策
が
採
ら
れ
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
闘
民
政
府
は
一
方
に
議
行
準
備
管
理
委
員
合
た
る
特
別
機
関
を
設
置
し
て

法
幣
準
備
金
の
保
管
及
共
費
行
間
牧
に
闘
す
る
事
項
を
庭
瑚
せ
し
め
、
且
現
金
準
備
の
内
容
を
整
備
し
て
「
法
幣
の
信
用
を
充
分
に

維
持
」
す
る
に
努
め
、
他
方
に
「
法
幣
の
封
外
矯
替
相
揚
を
目
前
の
債
格
通
り
に
安
定
せ
し
む
る
見
地
よ
り
中
央
、
中
園
、
交
週
、

三
銀
行
を
し
て
無
制
限
に
外
図
矯
替
を
貰
貰
」
せ
し
む
る
の
二
策
を
採
揮
し
た
。
就
中
、
後
者
が
極
紐
を
成
せ
し
は
多
言
を
須
ひ
ざ

る
所
で
あ
っ
て
、
過
去
五
ヶ
年
聞
の
針
英
矯
替
相
場
平
均
一
志
二
片
半
を
標
準
と
し
て
の
「
釘
住
政
策
L

は
闘
有
に
掠
っ
て
政
府
に

集
中
し
た
る
銀
を
米
文
銀
協
定
に
基
き
米
国
政
府
に
貰
却
し
て
在
外
資
金
を
獲
得
し
、
之
を
引
営
と
し
て
法
幣
E
以
て
外
岡
嬬
替
を

責
却
し
平
ら
寅
殺
を
奏
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。

日
支
事
援
が
勃
設
す
る
と
、
更
に
銀
行
預
金
の
引
出
制
限
!
l
l
法
幣
使
用
の
抑
制
と
金
熱
の
蒐
集
計
書
と
を
併
用
し
て
法
幣
の
封

外
債
値
維
持
に
資
せ
し
め
た
が
、
本
来
経
済
的
目
的
の
矯
め
に
産
ま
れ
た
在
外
資
金
は
、
抗
戦
前
後
よ
り
軍
資
金
と
し
て
盛
ん
に
利



用
せ
ら
れ
し
上
に
、
士
一
銀
行
の
外
貨
寅
却
は
依
然
と
し
て
継
続
せ
ら
れ
、
皇
軍
の
占
領
地
域
棋
大
と
共
に
閥
税
収
入
は
次
第
に
逓
減

し
た
の
で
、
戦
局
の
進
展
と
共
に
在
外
資
金
は
逐
漸
洞
ぬ
に
向
ひ
、

一
昨
年
春
の
交
に
擦
で
最
早
や
一
士
山
一
一
片
牢
を
維
持
す
る
矯
め

に
無
制
限
に
外
岡
錦
替
を
資
却
す
る
事
は
不
可
能
の
欣
態
に
陥
っ
た
。
在
外
資
金
が
業
に
軍
需
品
支
榊
資
源
と
化
す
る
以
上
、
戦
局

の
前
途
を
稽
へ
之
が
補
充
の
最
早
容
易
な
ら
ざ
る
u

乞
想
へ
ば
、
経
情
的
使
命

1
j法
幣
債
依
維
持
の
母
胎
を
犠
牲
と
す
る
は
自
然
の

腕
結
で
あ
っ
て
、
時
恰
も
中
岡
聯
合
準
備
銀
行
が
北
支
に
誕
生
し
、
法
幣
に
針
し
て
強
打
を
加
へ
た
の
で
、
之
を
機
合
に
逢
に
貨
幣

政
策
の
念
同
特
を
敢
行
し
、
外
岡
潟
替
統
制
(
外
陣
統
制
V

に
糊
入
し
て
法
幣
の
第
?
明
崩
壊
を
顕
現
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
国
民
政

府
は
民
図
廿
七
年
三
月
十
二
日
「
中
央
銀
行
燐
川
崎
外
限
請
按
燐
法
L

と
是
に
某
〈
寸
腕
民
外
極
論
核
規
則
」
と
を
公
布

L
、
三
一
月
十

四
日
よ
り
外
岡
矯
替
の
貸
出
は
中
央
銀
行
本
庄
の
み
が
政
府
所
在
地
に
於
て
耕
四
し
、
各
銀
行
は
庇
常
の
問
迭
に
囚
り
外
岡
錫
特
を

必
要
と
ナ
る
時
は
申
請
書
を
問
視
具
し
て
中
央
銀
行
本
属
医
送
附
し
、
同
行
は
申
請
書
を
接
受
す
る
と
之
を
審
査
し
た
る
後
一
志
二
片

市
十
の
法
定
縞
替
相
場
に
依
り
外
国
矯
替
を
告
興
す
る
制
度
に
改
め
た
の
で
あ
る
。
筒
一
一
目
す
れ
ば
従
来
政
府
銀
行
た
る
中
央
、
中
園
、

交
通
の
三
銀
行
が
主
と
し
て
上
海
に
於
て
鴻
替
を
賀
却
し
て
居
っ
た
も
の
を
、
中
央
銀
行
の
み
が
政
府
所
在
地
(
常
時
漢
口
)
に
於
て

。
み
賀
却
す
る
事
に
改
め
、
機
闘
の
一
元
化

y

と
揚
所
の
縫
更
と
を
行
ひ
し
の
み
友
ら
宇
、
従
来
の
無
制
限
寅
却
を
廃
止
し
て
申
請
に

制
す
る
政
府
の
任
意
制
営
と

L
た
の
で
あ
る
か
ら
、
幣
制
改
革
以
来
の
貨
幣
政
策
は
営
に
百
八
十
度
の
岡
嶋
を
飴
儀
た
〈
さ
れ
た
事

(苦

と
在
る
様
で
あ
る
。

幣
制
改
革
以
来
法
幣
の
剖
外
債
他
を
政
府
の
同
ん
寸
せ
し
「
法
定
監
率
」
|
|
法
定
相
揚
一
志
二
片
半
に
支
持
せ

L
大
黒
柱
は
外
岡
潟

J

替
を
無
制
限
に
由
民
却
す
る
政
策
に
外
た
ら
た
か
っ
た
事
は
前
額
の
如
〈
で
あ
る
か
ら
、
「
外
隠
統
制
」
に
依
品
設
大
黒
柱
の
傾
倒
は
、

法
幣
の
「
佳
定
相
場
」
「
市
場
相
場
」
及
「
向
業
相
場
」

第
五
十
一
巻

第
四
競

九

同
O 

拙稿仁支那法幣の量進行準備及倒値維持政策」本誌第四十七巻第五披参照。註〉



法
俸
の
「
法
定
相
場
」
『
市
場
相
場
」
止
「
商
業
相
場
」

第
五
十
一
審

R'l 
O 

第
四
鋭

C 

忽
ち
潟
替
相
場
に
反
映
し
、
市
場
に
於
け
る
資
際
相
場
は
一
志
二
片
中
T
E
割
っ
て
次
第
に
低
砕
し
、
国
同
替
割
山
首
相
制
の
激
減
と
共
に
共

勢
を
加
へ
て
、
十
月
に
は
訟
に
八
片
迄
落
込
む
だ
。
而
も
凶
民
政
府
は
表
面
依
然
と
し
て
「
法
定
限
率
L

の
維
持
を
装
ひ
「
外
閥
偽

梓
腕
民
巾
請
」
に
劃
す
る
剖
常
に
は
、
之
を
適
用
し
た
の
み
疋
ら
や
、
上
海
市
場
に
於
け
る
寅
際
相
場
(
上
海
香
上
銀
行

J

円
買
相
場
)
を

「
黒
市
」
、
「
階
盤
」
(
時
相
場
)

と
倣
し
た
。
耳
を
掩
ふ
て
鈴
を
続
む
の
類
で
あ
る
。
法
に
於
て
法
幣
の
矯
替
相
揚
に
は
、

E
海
市
場
に

於
て
主
と
し
て
香
上
銀
行
の
由
貿
却
す
る
質
際
の
市
揚
相
揚
(
喜
子
2
2
0
)
I
1「
一
階
催
L

と
中
央
銀
行
が
申
請
に
剖
し
割
首
て
た
る
矯

替
に
通
話
す
る
法
定
相
場

3
B
E
-
E
E
l
l
i「
法
定
陸
率
」
と
の
こ
積
を
生
中
る
に
至
っ
た
。
而
し
で
中
央
銀
行
の
鴻
巷
剣
山
口
川
は
第

一
週
の
五
O
%
よ
り
急
激
に
減
少
し
て
十
月
に
は
一
%
豪
と
た
り
、
十
二
月
に
は
殆
い
と
悼
無
に
恭
一
ん
た
る
に
至
っ
た
の
で
、
法
定
相

揚
は
布
名
無
賓
の
も
の
に
堕
L
た
に
も
拘
ら
や
、
凶
川
山
政
的
は
機
合
あ
る
特
に
貨
幣
政
策
に
は
何
等
の
鑓
史
在
〈
、
他
迄
法
定
相
揚

を
支
持
す
る
旨
を
宣
侍
す
る
の
取
附
的
態
度
主
桁
け
来
っ
た
の
で
あ
る
。

法
定
相
場
は
前
段
の
如
〈
「
外
隠
統
制
L

の
埼
内
に
布
て
中
央
銀
行
が
矯
替
購
買
申
請
銀
行
に
劃
し
て
名
目
的
に
割
首
て
た
る
輪

入
錦
格
と
、
後
段
綾
説
せ
る
が
如
〈
十
代
外
資
金
補
克
の
潟
め
一
昨
年
六
月
上
り
賓
施
せ
る
政
的
系
銀
行
へ
強
制
集
中
の
主
要
輸
出
品

輪
出
潟
待
と
に
油
刑
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
市
場
相
場
は
上
海
市
場
に
於
て
主
と
し
て
香
上
銀
行
が
潟
棒
を
寅
却
す
る
揚
合
に
組

用
さ
る
i
h

同
行
の
つ
掛
牌
行
市
」
(
金
壷
相
場
)

で
あ
っ
て
、
買
賓
に
法
幣
の
針
外
債
債
を
示
現
ナ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
面
法
定

相
揚
の
堅
持
を
以
て
園
民
を
欺
附
せ
ん
と
せ
る
軍
慶
政
府
も
内
賓
車
忙
「
晴
盤
」
た
る
呼
稿
を
以
て
、
之
を
傍
観
す
る
を
容
さ
れ
た

し
い
。
香
上
銀
行
の
溺
替
寅
却
資
源
た
り
し
政
府
在
外
資
金
の
潤
渇
に
構
ふ
忙
件
ひ
、
何
等
か
の
積
極
的
針
策
が
緊
要
と
た
り
し
は
こ
昌



を
須
ひ
泣
い
。

一
昨
年
末
英
米
の
借
款
談
が
頻
り
に
流
布
吐
ら
れ
た
後
、
昨
年
三
月
八
日
営
時
の
英
園
サ
イ
モ
ン
嬬
相
は
下
院
に
於

て
一
議
員
の
質
問
に
答
へ
て
、
法
幣
の
勝
債
値
安
定
の
矯
め
に
英
支
合
作
の
基
金
を
設
定
す
る
旨
を
護
表
し
、
英
闘
の
法
幣
援
助
に

闘
す
る
政
策
を
示
現
し
た
。
越
て
三
月
廿
九
日
「
支
那
法
幣
の
勝
償
値
の
不
営
在
る
鑓
動
を
抑
制
す
る
基
金
の
設
定
を
助
長
せ
ん
と

ず
る
法
律
」
た
る
「
支
那
通
貨
安
定
僚
例
」
!
|
内

E
E
2
5
E
4
F
σ
F
E
M
E
)
』

F
3
3ー
ー
が
成
立
し
た
。
設
煉
例
は
英
園
又

は
香
港
の
法
律
に
基
き
て
設
立
せ
ら
れ
た
る
銀
行
に
劃
し
、
大
出
州
省
忙
於
て
醜
山
川
金
活
利
の
保
設
を
偽
し
得
る
回
日
を
規
定
せ
る
二
ケ

保
よ
り
成
る
が
、

H
I
K
附
帯
せ
る
「
基
金
に
闘
す
る
協
定
」
(
〉

5
3問。
g
o
E
)
に
於
て
、
更
に
仔
細
に
本
悲
金
の
内
容
及
運
用
を
規
定

し
て
居
る
。
印
ち

向
、
香
上
銀
行
、
崎
町
銀
行
止
巾
凶
銀
行
、
交
誼
銀
行
は
一
千
万
障
の
文
那
桂
幣
安
定
甘
群
生
を
設
定
す
否
。
本
目
的
の
錦
め
に
是
等
銀
行
は
倫
教
に
於

て
障
を
以
て
左
記
金
輯
を
隅
出
す
る
。

中

凶

主

調

岡

銀

行

宜

百

万

曲

晴

香

上

銀

行

=

一

百

万

時

附

市

銀

行

二

百

万

樟

問
、
本
基
金
は
専
ら
法
惜
の
賢
買
其
他
怯
憎
の
暗
債
値
白
不
首
な
る
費
動
を
抑
制
す
る
に
品
要
な
る
処
替
操
作
を
行
A

鋳
め
に
話
用
せ
ら
る
。

向
、
本
来
金
に
所
腸
す
る
穆
を
以
て
買
入
れ
た
る
桂
幣
は
、
本
某
金
勘
定
と
し
て
一
冊
え
は
其
れ
以
上
白
別
口
勘
定
の
下
に
、
上
海
又
は
香
港
に
於
て

法
帯
を
民
て
保
有
す
る
。
倫
設
に
存
す
る
本
恭
金
白
樺
勘
定
正
法
幣
勘
定
は
、
英
国
銀
行
止
支
那
銀
行
の
共
同
符
躍
と
L
(
是
隼
諸
勘
定
の
運
用
に

際
し
て
は
、
銀
行
は
下
記
白
運
用
委
員
官

(
Z
S品
四
日
ぬ
回
向
。
σ
B
E
5
2
)
の
指
揮
に
従
ふ
。

伸
、
本
基
金
の
運
用
は
之
を
玉
名
の
委
員
に
依
り
組
織
せ
ら
る
L

運
用
委
員
舎
に
委
任
す
る
。

支
那
銀
行
は
共
同
し
て
三
名
目
委
員
を
任
命
し
、
香
E
K
K
崎
市
銀
行
は
脊
一
名
目
委
員
を
拝
命
す
る
。
他
の
一
名
の
委
員
は
大
蔵
省
の
承
認
を
特

且
ワ
英
闘
銀
行
の
同
意
を
得
て
支
那
政
府
自
任
命
す
る
週
前
な
る
英
人
専
門
家
、
と
す
る
。

委
員
曹
は
法
幣
白
萌
倒
値
目
弔
常
な
る
費
動
を
抑
制
す
る
目
的
を
達
成
す
る
矯
め
に
、
最
も
適
切
な
る
政
策
在
日
々
決
定
し
、
接
金
運
用
に
闘
し

て
闘
侍
銀
行
に
指
針
を
典
ふ
る
義
務
を
有
す
否
。

向
、
香
上
及
哨
市
雨
行
は
本
慕
金
へ
の
醸
出
納
に
封
し
、
年
一

7
七
五
百
円
利
唱
に
依
り
六
ヶ
月
毎
に
時
を
以
で
利
子
を
牧
得
す
る
。
支
那
銀
行
は
倫

法
幣
の
「
法
定
相
場
」
「
市
場
相
場
」
及
「
商
業
相
場
」

第
五
十
一
巻

1m 
O 

第
四
蹴



法
轄
の
「
詰
定
相
場
」
「
市
場
柑
場
」
及
「
商
業
相
場
」

岨
伊
豆
十
一
巻

四
O
凹

璃
回
調

設
に
在
る
本
基
金
白
運
用
収
益
を
以
て
文
排
せ
ら
れ
ざ
る
訓
子
の
支
持
を
約
す
る
。

問
、
木
協
定
。
有
延
期
間
は
十
二
ヶ
月
と

L
、
英
文
銀
行
現
方
の
合
意
に
依
り
、
支
那
政
府
及
英
凶
大
隷
省
の
承
認
を
待
て
六
ヶ
月
宛
白
期
間
之
を
夏

新
ナ
る
事
が
出
革
る
。
但
英
図
銀
行
は
大
議
官
の
主
那
銀
行
は
支
那
政
府
の
夫
々
の
同
意
を
得
て
、
伺
時
に
て
も
七
日
間
の
嘩
告
を
以
て
本
協
定
を

鹿
棄
す
る
事
が
由
来
る
。

斯
の
如
き
内
容
E
摘
す
る
中
英
平
準
外
匝
基
金
が
出
現
し
、
法
幣
問
問
値
紘
持
政
策
の
上
に
一
六
時
期
を
劃
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
が
、
共
機
構
と
運
用
と
よ
り
し
て
二
個
の
重
姿
左
る
事
項
を
抽
出
す
る
事
が
出
来
る
o

第
一
は
従
前
法
幣
債
値
維
持
の
大
黒
柱
た

り
し
在
外
資
金
の
容
量
は
単
年
推
算
に
止
ま
り
、
的
確
に
之
を
知
悉
す
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
平
準
外
陸
幕
金
が
一
千
寓

勝
と
決
定
さ
れ
た
の
で
、
大
黒
柱
の
容
量
が
比
較
的
明
時
間
忙
浮
か
び
出
さ
れ
、
而
も
一
千
寓
砕
は
笛
時
の
賃
際
の
市
揚
相
場
八
片
で

換
算
し
て
三
億
元
に
過
ぎ
宇
。
落
潮
酒
々
た
る
法
幣
慣
値
の
維
持
資
源
と
し
て
は
、
極
め
て
少
傾
な
る
事
が
判
明
し
た
鮪
で
あ
る
。

第
二
は
基
金
を
一
運
用
す
る
委
員
舎
が
専
門
家
委
員
と
し
て
貫
康
政
府
財
政
顧
問
た
る

内
}
云
]
同
ム
〔
幅
ioE

の
任
命
を
見
て
、
全
〈
共
闘

側
の
機
関
と
見
倣
さ
れ
、
且
法
幣
慣
値
維
持
の
操
作
は
、
貴
由
民
中
央
銀
行
よ
り
香
港
の
某
金
運
用
委
員
舎
に
移
り

1
l此
委
員
曾
の

指
揮
に
従
て
上
海
の
香
上
、
喧
明
雨
銀
行
が
賃
際
操
作
を
錦
す

l
l法
幣
の
債
値
維
持
は
英
支
の
合
作
と
化
し
、
震
度
政
府
に
は
最

平
h
T
煩
侃
維
持
能
力
の
闘
如
せ
し
を
表
明
し
た
賄
で
あ
る
。

斯
く
し
て
平
準
外
匡
基
命
成
立
後
は
八
片
華
忙
法
幣
債
値
を
釘
附
し
た
の
で
あ
る
が
、
昨
年
一
初
よ
り
支
郊
の
貿
易
情
勢
は
著
し
〈

悪
化
し
、

一
般
に
物
費
不
足
を
骨
げ
て
必
需
品
の
輸
入

E
額
と
左
り
、

一
方
輪
出
は
意
の
如
〈
註
ら
ざ
り
し
矯
め
に
、
入
超
観
は
甚

し
〈
膨
脹
し
た
の
で
、
折
角
成

t
し
た
外
匪
基
金
は
須
曳
に
し
て
大
半
の
外
貨
を
喪
失
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
破
目
に
陥
っ
た
。
従
て
共

優
に
外
貨
を
賀
綾
げ
る
事
は
到
底
不
可
能
と
た
っ
た
の
で
、
昨
年
六
月
七
日
に
香
港
の
運
用
委
員
舎
は
上
悔
の
香
上
銀
行
に
電
命
し



て
突
如
銀
行
聞
の
外
貨
買
を
停
止
し
、
商
人
の
寅
需
に
針
L
て
の
み
寅
熔
中
る
事
と
し
た
。
是
が
矯
め
に
上
海
市
揚
は
回
雲
市
の
混
乱

を
呈
し
、
法
幣
憤
備
は
惨
落
し
て
第
三
弐
の
危
機
を
迦
へ
た
。
翌
月
に
入
る
と
復
た
委
員
舎
は
再
度
の
寅
止
を
命
じ
た
の
で
、
法
幣

は
第
三
次
の
危
機
に
粧
み
、
八
片
議
よ
り
六
片
半
、
同
片
裏
へ
と
釣
瓶
落
の
惨
般
を
呈
し
、
八
月
比
は
最
低
三
片
岡
分
の
一
を
記
録

し
た
。
基
金
成
立
後
半
歳
に
も
満
た
、
干
し
て
、
早
く
も
破
局
に
営
面
し
、
基
金
の
威
力
医
持
な
る
を
明
設
し
た
が
、
伴
ひ
九
月
に
入

る
や
第
二
弐
欧
洲
大
戦
が
餓
荷
目
し
て
時
間
の
先
行
不
安
を
醸
成
し
た
の
で
、
務
に
逃
避
せ
し
、
資
金
の
一
部
還
慌
を
来
た
し
、
基
金
は

補
充
せ
ら
れ
て
阻
片
華
を
強
〈
保
持
す
る
事
が
出
来
た
。

Mmれ
E
本
年
初
よ
り
全
般
的
の
物
資
不
足
に
基
き
必
需
品
の
轍
入
が
又
復

急
激
に
累
増
し
土
貨
の
輸
出
は
是
M
L
伴
は
在
か
っ
た
の
で
、
入
超
額
は
前
年
同
期
に
比
較
し
て
驚
ぐ
寸
き
増
高
主
一
示
し
、
基
金
は
逐

漸
湘
渇
を
来
た
し
た
。
何
て
運
用
委
員
舎
は
五
周
三
日
四
片
八
分
の
一
に
て
の
外
貨
賓
止
を
電
命
し
、
相
場
は
三
片
蓋
に
奔
落
し
て

『
跡
直
」

第
四
突
の
危
機
に
直
面
し
た
。

法
幣
の
員
賞
た
る
針
外
債
値
を
表
示
す
る
上
海
市
揚
に
於
け
る
賓
際
相
揚
1

1
所
謂
「
暗
盤
し
は
在
外
資
金
の
酒
渇
に
因
り
前
項

鰻
諭
せ
し
が
如
〈
前
後
四
次
の
崩
落
を
徐
儀
た
〈
さ
れ
、
今
後
更
に
一
段
の
危
機
を
迎
ム
ペ
昔
は
、
英
図
及
重
慶
政
府
共
に
基
金
袖

充
の
能
力
に
閥
如
せ
る
上
法
幣
離
護
の
勢
日
と
供
に
加
は
れ
る
に
徴
し
て
荊
か
で
あ
る
が
、
貫
度
政
府
は
此
事
寅
に
眼
を
掩
ム
て
依

然
表
商
法
定
相
場
堅
持
の
政
策
t
Z
旗
臓
と
し
、
諸
種
の
糊
塗
策
を
講
巳
て
破
衣
を
粥
縫
し
、
国
民
を
欺
繭
し
つ
h
あ
る
は
噴
飲
の
至

で
あ
る
。

願
れ
ば
重
慶
政
府
は
在
外
資
令
補
充
の
一
策
と
し
て
、
民
圃
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日
忙
「
商
人
選
質
問
口
汲
告
結
外
匪
耕
法
」

法
制
市
の
「
詰
定
相
場
」
『
市
場
相
場
五
一
「
商
業
相
場
」

第
五
十
一
種

樺
四
曲

四
O
五

拙稿「世貨{買値維持政策白岡顧と前嶋」ヱヨノミスト昭和十五年五月サ七日焼
事照。

駐〉



世
帯
の
「
法
定
相
場
L

「
布
場
相
場
」
及
「
商
業
相
場
」

第
五
十
一
巻

四

O
六

蝉
四
韓

l1!l 

並
に
「
出
口
貨
物
騒
結
外
匪
之
種
類
及
共
耕
法
」
及
之
が
施
行
上
の
細
則
一
一
、
=
一
を
護
布
し
て
、
桐
油
、
豚
毛
、
茶
葉
、
横
産
共
他

通
計
二
十
四
種
(
後
十
三
種
に
改
む
)
の
主
要
職
山
川
口
聞
を
運
送
輸
出
す
る
時
に
は
、
輸
出
者
は
必
や
共
輪
出
潟
替
を
中
園
銀
行
又
は
交
通

銀
行
民
法
定
相
揚
一
士
山
二
片
宇
を
以
て
買
却
せ
ざ
る
可
ら
宇
と
す
る
輪
開
震
特
集
中
政
策
を
採
鐸
し
た
。
然
る

K
首
時
貿
易
給
の
大

宗
た
る
上
海
共
他
を
礎
ひ
、
内
外
運
臓
の
不
闘
滑
、
外
園
市
場
の
停
頓
・
滞
貨
の
山
積
等
に
職
同
業
者
の
背
悩
著
大
在
り
し
に
加
へ

前
項
耕
法
に
基
骨
輪
同
商
が
中
園
、
叉
は
交
通
銀
行
に
輸
出
縄
替
を
寅
却
す
る
相
場
は
法
定
雁
率
一
士
山
一
一
片
半
な
る
が
、
賓
際
市
揚

円
相
場
は
遡
に
之
を
下
廻
は
っ
て
八
片
高
官
に
落
込
み
し
が
枕
に
、
後
者
に
依
る
輸
出
が
著
し
〈
有
利
た
り
し
は
言
を
須
ひ
ぎ
る
所
で

あ
っ
て
、
前
者
bw一
強
行
す
る
に
於
て
は
、
輸
出
業
者
忙
耐
え
難
き
不
利
を
輿
へ
て
斡
輸
出
を
誘
褒
し
、
庶
幾
の
目
的
に
背
反
す
る
事

と
在
る
の
で
あ
る
。
仇
て
各
地
位
之
が
補
償
方
の
要
求
が
紛
起
し
、
殊
に
「
市
債
に
随
っ
て
外
困
層
刷
替
を
責
却
す
る
と
と
L

及
「
政

府
が
現
金
軒
以
て
輪
出
者
忙
補
償
す
る
と
と
」
の
二
者
が
強
調
せ
ら
れ
た
が
、
財
政
部
は
「

各
方
面
よ
り
の
楠
救
の
建
議
乃
至

要
請
に
就
て
は
、
金
融
貿
易
の
喪
門
家
及
主
管
機
関
の
営
局
を
召
集
し
て
屡
次
綿
密
商
討
せ
し
め
た
が
、
何
れ
も
外
図
録
梓
法
定
償

格
は
経
済
組
織
全
閣
の
命
脈
の
繋
が
る
所
友
る
を
以
て
、
如
何
な
る
情
形
の
下
に
在

τも
焚
更
す
る
能
は
』
?
と
倣
せ
る
が
放
に
、
商

人
が
市
慣
に
隠
っ
て
外
図
録
替
を
費
却
す
る
耕
法
は
到
底
行
ふ
こ
と
が
出
来
左
い

現
金
補
償
耕
法
は
完
全
に
相

E
経
へ
て
偽
替

相
揚
を
低
減
す
る
に
等
し
〈
金
融
、
幣
制
を
し
て
動
揺
を
縫
生
せ
し
む
る
虞
が
あ
る

」
と
措
鮮
を
巧
に
し
て
核
心
を
外
ら
し
、

「
輸
出
原
偵
を
軽
減
し

τ
士
貨
の
外
図
に
於
け
る
版
事
買
を
促
進
す
る
E
と
」
及
び
「
土
貨
の
市
慣
を
調
整
し
て
以
て
閥
内
生
産
一
を
維
謎

ず
る
と
と
」
の
二
者
を
内
容
と
せ
る

1
紘
誕
生
産
促
進
外
鈴
耕
法
」
を
特
頒
し
て
御
茶
を
濁
さ
ん
と
し
た
。
然
れ
ど
輸
同
業
者
の
苦

悩
す
る
所
は
要
す
る
に
法
幣
の
針
外
債
値
が
法
定
相
揚
と
賓
際
相
揚
と
の
二
者
に
眠
れ
て
、
前
者
に
依
る
輪
一
州
矯
替
の
強
制
費
却
が



不
紗
の
良
夫
を
招
来
す
る
黙
に
存
ず
る
。
従
て
法
定
相
場
を
維
持
す
る
建
前
よ
り
し
て
貸
際
相
揚
を
適
用
す
る
能
は
中
と
す
れ
ば
、

密
輸
出
を
誘
荷
担
し
て
矯
替
集
中
の
目
的
を
到
達
し
得
ざ
る
に
至
る
は
理
の
常
然
で
あ
る
。
法
忙
於
て
重
度
政
府
は
此
筒
形
に
封
臆
す

る
第
二
段
の
方
策
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
ぎ
る
に
至
っ
た
。

該
の
方
策
は
二
次
の
歩
駿
を
経
て
賓
行
せ
ら
れ
た
。
第
一
は
民
岡
三
十
八
年
二
月
九
日

K
制
定
せ
ら
れ
た
る
「
商
人
減
給
出
口
外

陸
棚
開
法
L

と
呼
ぽ
る
h
h

も
の
で
あ
っ
て
、
輸
出
荷
が
賓
際
貨
物
を
貰
却
し
た
る
際
、
牧
得
す
る
外
国
潟
替
が
往
々
忙
し
て
、
前
段
一

言
せ
し
「
商
人
運
貨
出
口
及
告
結
外
陸
解
法
」
に
基
昔
、
既
に
中
園
又
は
交
通
銀
行
に
寅
約
せ
し
輸
出
銭
替
相
比
還
せ
や
、
震
め
に

彼
是
の
面
倒
を
惹
起
し
輸
出
を
阻
碍
す
る
事
あ
る
を
斧

E
ぜ
む
と
し
、
特
定
の
僚
件
の
下
に
寅
約
偽
替
の
減
瀬
決
消
を
許
容
せ
し
仕

組
で
あ
る
が
、
本
論
と
直
接
的
問
係
を
有
せ
ぎ
る
が
故

K
2に
之
を
細
説
し
た
い
。

第
二
は
民
闘
廿
八
年
六
月
二
日
成
範
固
に
亙
る
非
必
需
商
品
の
輸
入
禁
止
を
断
行
す
る
と
同
時
に
、
輸
出
促
進
の
目
的
を
以
て
費

布
せ
ら
れ
た
る
「
出
口
貨
物
結
匪
領
取
属
領
差
額
耕
法
」
(
輪
出
貨
物
震
替
取
組
差
額
取
得
耕
き
と
稽
せ
ら
れ
、
輸
出
篤
替
を
法
定
相
揚

に
て
賓
却
し
た
る
揚
合
、
震
替
費
約
銀
行
公
表
相
揚
と
の
聞
に
生
や
ぺ
き
潟
替
差
瀬
を
領
取
し
得
る
事
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
戦
時

通
貨
政
策
上
定
に
一
一
明
機
を
劃
し
た
軍
要
法
規
で
あ
る
。
共
要
綱
に
回
〈
、

仰
、
所
在
る
輪
出
貨
物
は
其
外
岡
漏
替
を
貰
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
桐
抽
、
茶
葉
、
精
巣
(
肱
宅
)
破
産
の
凹
樟
摘
は
、
バ
ー
タ
ー
制
に
依
る
外
貨

償
還
(
晶
貨
償
債
)
及
び
材
料
帯
積
に
開
揮
あ
る
が
散
に
、
政
府
貿
易
榔
闘
が
生
産
販
質
。
情
形
及
悶
際
市
慣
を
糟
察
し
て
、
随
時
M

憎
悪
間
格
を
以
て

牧
購
白
土
建
設
販
賀
す
る
。
爾
憧
の
貨
物
は
政
府
貿
易
構
闘
が
運
法
販
買
す
る
ξ

、
又
は
各
商
社
が
貿
易
を
自
汀
す
る
と
に
論
な
〈
、
鰭
て
法
定
相

場
に
依
周
し
て
所
得
せ
る
外
側
需
替
を
中
闘
銀
行
又
仕
立
癌
銀
行
に
唖
却
し
、
其
代
り
金
た
る
怯
時
は
中
岡
銀
行
又
は
交
誼
銀
行
に
於
て
低
巷
褒
却

人
白
同
意
を
得
て
指
定
の
内
地
地
貼
に
於
て
主
排
を
儒
ナ
。
(
昨
年
七
月
十
三
日
本
法
を
修
正
し
て
臆
結
丹
匪
貨
物
を
十
四
種
に
限
定
L
た
)

法
幣
白
「
法
定
相
場
l

「
市
場
柑
場
」
及
「
同
業
相
場
」

第
五
十
一
巻

四

O
七

第
四
掠

五



法
帯
の
「
法
定
相
場
」
「
市
場
相
場
」
及
「
商
業
相
場
」

第
五
十
一
巻

四

O
A

第
四
輔

六

問
、
前
項
法
定
相
場
に
供
聞
し
て
銘
替
を
貰
却
も
た
る
輪
出
貨
物
に
就
て
は
、
賞
際
外
国
濡
替
市
U

貰
却
を
清
算
し
た
る
後
に
於
て
闇
悌
誼
件
に
湿
り
、

押
同
替
貰
却
銀
行
よ
り
法
定
相
場
と
該
行
公
表
相
場
(
掛
牌
情
格
)
と
の
差
額
を
領
取
す
る
こ
と
が
出
事
る
。
銀
行
は
錦
替
曹
却
人
よ
り
同
行
が
従
描
徴

求
せ
る
手
数
料

1
1最
高
=
一
声
ー
ー
を
牧
草
す

Z待
。

問
、
前
高
差
額
は
銀
行
が
震
替
貰
却
人
の
同
意

E
得
て
、
指
定
白
内
地
地
駄
に
於
て
接
待
を
以
て
之
を
支
抑
ふ
。

右
の
耕
法
を
公
仰
し
た
る
直
後
財
政
部
の
漫
言
人
は
同
法
の
意
義
に
閥
し
、
談
話
の
形
式
を
以
て
聾
明
し
た
る
所
に
操
る
と
斗
非

必
需
品
の
輸
入
を
禁
止
す
る
の
意
義
及
解
法
に
閥
し
て
は
、
既
に
己
に
別
に
整
明
を
費
表
し
た
が
、
同
時
に
輸
出
貿
易
を
促
進
す
る

問
題
も
財
政
部
は
常
に
之
を
重
要
と
認
め
て
居
る
。
抗
戦
開
始
以
来
促
進
生
産
調
薬
貿
易
解
法
大
綱
主
擬
定
し
、
貿
易
調
整
機
構
を

組
織
し
、
各
項
調
整
塀
法
を
頒
布
し
た
。
昨
年
六
月
復
た
維
護
生
産
促
進
外
鏑
耕
法
主
頒
布
し
、
拐
殺
の
減
免
、
戟
時
保
険
の
代
保
、

運
輸
の
便
利
、
資
金
の
融
通
等
の
方
法
に
で
輸
出
貿
易
を
粧
倍
す
る
商
人
を
援
助
す
る
外
、

更
に
政
府
貿
易
機
関
に
由
り
出
来
得

る
限
り
牧
燐
し
以
て
輸
出
の
増
進
、
生
産
の
振
裂
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
唯
だ
近
来
交
通
の
困
難
に
因
り
、
闘
庄
の
輸
出
は
増
多
に

由
な
〈
、
輸
出
数
量
は
因
て
減
少
じ
て
居
る
。
商
民
は
此
種
情
形
の
下
に
在
て
生
産
原
債
加
重
し
資
h
M
充
た
宇
、
外
輸
を
経
替
す
る

に
就
て
、
動
も
す
れ
ば
疑
長
を
懐
〈
を
完
れ
な
い
。
而
し
て
従
来
圏
内
に
在
て
輸
出
を
経
営
す
る
外
園
商
行
は
又
た
貿
易
欣
態
が
通

常
に
非
ざ
る
を
以
て
法
巡
す
る
に
至
り
、
凡
そ
是
等
は
輸
出
を
阻
碍
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
財
政
部
が
国
民
経
摘
を
擁
護
せ
ん

と
す
る
本
旨
で
は
た
い
。
設
て
最
近
外
園
潟
替
市
揚
が
鑓
動
せ
し
矯
め
に
、
之
が
卒
術
工
作
一
主
援
助
し
、
共
困
難
を
減
較
す
る
目
的

を
以
て
財
政
部
は
「
出
口
貨
物
結
医
筒
取
陵
債
差
額
耕
法
」
を
擬
定
し
、
桐
油
、
茶
菜
、
臨
司
祭
、
破
産
四
類
を
除
〈
共
余
の
輪
出
貨

物
が
所
得
す
る
外
閣
矯
替
は
法
定
相
場
に
按
服
し
て
外
国
矯
容
を
岡
家
銀
行
に
寅
却
し
、
同
時
に
中
央
銀
行
は
法
定
相
場
と
銀
行
公

表
相
揚
と
の
差
額
に
相
首
ナ
る
も
D
配
給
興
ず
る
を
得
る
事
と
し
た
。
此
白
刻
〈
耕
訓
唱
す
る
と
、
大
多
数
D
輪
出
貨
物
は
均
し
〈
運



略
語
版
費
E
自
由
に
し
、
鉦
額
の
外
園
鵠
替
を
所
得
ナ
ベ
く
、
所
要
費
用
を
除
き
て
向
共
品
闘
を
獲
得
す
る
事
が
向
来
る
。
是
は
商
民
の

所
在
る
困
難
を
政
府
に
於
て
悉
ぐ
解
除
す
る
事
、
と
左
旬
、
政
府
白
需
む
る
所
の
外
図
矯
替
は
何
ほ
大
量
に
集
中
す
る
を
得
て
、
法
幣

の
維
持
、
金
融
の
安
定
に
委
し
、
復
か
外
園
販
頁
を
促
進
し
、
生
産
を
増
加
す
員
一
争
点
川
出
来
る

咋
年
六
月
に
重
要
輪
出
品
の
輸
出
矯
棒
集
中
を
断
行
し
て
上
り
、
寅
約
相
場
が
法
定
D

一
志
一
一
片
半
に
し
亡
貸
際
の
所
謂
「
間
相
揚
」

」
と
、
前
段
側
話
せ
し
が
如
〈

と
の
聞
に
不
砂
の
軒
粧
が
あ
っ
た
峰
崎
め
に
、
各
方
而
上
り
粉
々
之
が
斧
正
匡
救
方
の
懇
請
が
あ
り
し
に
拘
ら
や
、
政
府
は
法
幣
憤
値

を
維
持
擁
護
す
る
と
の
旗
印
を
建
て
t
h

容
易
に
民
間
白
懇
請
を
容
れ
や
、
維
誕
生
産
促
進
輸
出
解
法
主
以
て
表
面
を
踊
縫
し
た
の
で

揚
同
持
量
賓
際
的
に
抱
棄
し
、

あ
る
が
輸
出
潟
替
の
獲
得
が
到
底
庶
幾
白
如
〈
進
捗
し
な
い
の
で
、
途
に
巧
に
酔
柄
を
設
け
前
言
を
馴
し
て
態
よ
〈
従
来
の
法
定
相

一
一
牒
依
然
と
し
て
法
定
相
場
に
て
寅
約
せ
し
め
乍
ら
、
改
め
て
法
定
相
揚
と
中
国
交
通
雨
行
公
表
相

あ
る
。

揚
と
の
差
額
を
給
興
し
、
右
手
忙
得
た
も
の
を
左
手
上
り
返
す
の
愚
皐
忙
出
で
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
。
窮
欣
察
す
る
に
徐
り
が

而
し
て
中
園
、
交
誼
閥
行
の
公
表
相
場

l
l掛
牌
陸
債
は
之
を
針
芙
七
片
(
封
本
十
一
一
元
八
分
白
玉
)
に
決
定
し
た
が
、
官
時
上
海
市

場
に
於
け
る
賞
際
相
揚
は
潟
棒
寅
止
の
矯
め
に

~. ノ、

片

劃
英
八
・
二
五

七
・
五

六
・
七
五

六
・
五
六
二
五

六
・
五

六七八九十一一一日

月

日日日日

法
帯
の
「
法
定
相
場
」
「
市
場
相
場
」
及
「
商
業
相
場
」

一苅

謝
米
一
六
-
Q
九
=
一

一
回
・
六
二
五

一
コ
了
一
ご
五

一
一
了
七
五

一
一
了
六
二
五

第
五
十
一
巻

第
四
韓

七

四

O
九



法
幣
白
「
法
定
相
場
『
市
場
相
場
」
及
「
商
業
相
捗
」

億
五
十
一
巻

P可

O 

第
四
鵠

J、

七

月

十
七
日

十
八
日

二
十
日

六
・
五
六
二
五

五
二
一
王

凹
・
五

一
一
了
六
八
一

一0
・
二
五

八
・
六
二
五

の
如
〈
低
落
し
て
居
っ
た
の
で
、
是
に
鞘
寄
せ
し
め
た
が
、
向
相
営
高
位
に
在
り
し
而
己
な
ら
や
、
二
一
片
蚕
に
崩
落
し
た
最
近
起
之

を
持
績
し
た
の
で
あ
る
。
斯
〈
し
て
法
幣
債
依
維
持
を
旗
峨
と
す
る
中
心
政
策
は
、

一
角
よ
り
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
が
、
尚
巾
央
銀

行
の
公
表
相
揚
白
み
は
依
然
と
し
て
一
士
山
二
片
宇
不
動
た
る
所
に
支
那
式
の
興
趣
が
あ
る
。

業
に
輪
出
潟
稗
の
強
制
民
上
忙
針
し
て
民
上
銀
行
公
表
相
揚
を
適
用
す
る
以
仁
、
圏
内
必
需
品
の
輸
入
得
格
の
供
給
比
劃
し
て
も

同
様
の
措
聞
に
出
づ
る
主
要
す
る
は
論
を
侠
た
左
い
。
即
ち
重
度
政
府
は
昨
年
七
月
二
日
「
逃
口
物
品
巾
請
購
買
外
陸
規
則
」
(
輸
入

向
品
錦
替
購
買
申
請
規
則
)
を
公
布

L
、
廿
七
作
三
月
十
二
円
白
「
中
央
銀
行
耕
川
崎
外
陸
荷
核
耕
法
」
に
代
位
せ
し
め
た
。
共
要
蜘
酬
を
一

瞥
す
る
と
、

判
、
凡
そ
輸
入
者
四
一
躍
替
す
る
輸
入
物
品
に
し
て
輸
入
禁
止
の
列
に
入
ら
ず
、
而
し
て
幽
門
必
需
と
な
す
も
の
は
、
本
規
則
に
依
岡
L
、
井
陸
審
持
委

員
曾
に
劃
L
、
外
凶
錫
#
骨
四
蝉
買
を
申
請
す
る
を
得
。

向
、
外
陣
審
核
委
員
曾
出
井
凶
鋳
替
の
購
買
を
許
可
し
た
る
時
は
、
特
種
融
購
外
匝
語
知
脊
を
作
成
し
、
申
請
人
及
指
定
白
巾
岡
又
は
交
誼
鉱
行
に
分

別
調
知
し
て
紳
理
せ
し
め
る
。

問
、
許
可
を
得
て
購
買
す
る
外
岡
怨
替
は
指
定
の
中
闘
又
は
交
誼
銀
行
よ
り
法
定
相
場
に
依
照
L
て
之
を
佐
給
す
る
。
制
申
請
人
は
法
定
相
場
主
中
交

同
行
の
公
表
相
場
(
掛
川
時
間
格
)
と
の
差
額
に
相
常
す
る
平
構
費
を
納
付
す
る
を
要
す
る
o

f

J

の
如
〈
で
あ
っ
て
、
従
前
中
央
銀
行
が
輸
入
商
に
針
し
て
申
請
に
某
き
外
関
保
持
を
法
定
相
揚
に
て
割
首
て
責
却
し
た
る
を
陵
し
、

財
政
部
の
外
陸
窓
核
委
員
曾
が
巾
請
を
審
去
し
許
可
を
奥
へ
し
も
の
に
は
一
腹
法
定
相
揚
に
て
外
国
潟
替
を
責
却
し
乍
ら
、
法
定
相

揚
と
中
交
雨
行
公
表
相
揚
と
の
差
劉
を
平
衡
費
と
し
て
徴
求
す
る
仕
組
に
改
め
、
中
交
闘
行
の
掛
牌
陸
債
を
輪
出
錫
替
の
揚
合
と
同



率
L

(
冨
qの
V
E
m
E
m
m
)

様
剥
英
七
片
と
決
定
し
た
り
で
あ
る
。
比
の
檎
山
川
輸
入
雨
漏
替
を
悩
翼
と
せ
る
中
交
雨
行
の
公
表
相
場

i
i
i掛
牌
陸
慣
は
つ
商
業
匿

と
呼
ば
る
L
も
の
で
あ
っ
て
、
華
陶
の
輪
山
川
入
貿
易
に
調
用
せ
ら
れ
、
法
定
相
場
と
市
場
相
場
と
の
中
聞
に

介
在
せ
る
特
殊
の
相
場
で
あ
る
。
此
唱
に
於
て
法
幣
の
矯
替
相
揚
は
法
定
相
場
、
商
業
相
揚
及
市
場
相
場
の
三
者
鼎
立
白
奇
視
を
呈
す

る
に
至
っ
た
白
で
あ
る
。
戦
時
通
貨
政
策
の
支
離
滅
裂
せ
る
を
附
設
し
て
居
る
。

共
後
上
海
市
場
に
於
け
る
賞
際
相
場
は
逐
漸
崩
落
し
、

最

高

月
八・
0
0
0

』ハ・五
0
0

凹・

0
0
0

四
・
五
O
O

問・五
0
0

四
・
二
五
O

四・
0
0
0

一一一・八七五

Pド

年

本

年三

六回三十十八七六

月

何白中h
・

中中品
川h

p
 

最

低

月六
・
五
0
0

凹・

0
0
0

一一一二一五
O

一一一・七五
O

回
二
一
五
O

四・。。。

四・
0
0
0

一一一・孟
0
0

平

均
片

六
・
五
八
七

五・一一一六五

一一了五
0
0

四・
O
八

O

回
二
一
七
一

四・一

O
八

四・
0
0
0

2
7
h
t
=
一回

白
如
〈
落
潮
街
々
た
る
も
白
あ
り
、
最
近
芋
く
も
三
片
八
七
五
を
中
心
と
し
て
小
浮
動
を
示
せ
る
に
止
ま
る
有
様
で
あ
る
か
ら
、
七

月月月月 日
月

月
に
決
定
し
た
商
業
陸
率
七
片
と
の
聞
に
は
、
三
片
徐
の
径
庭
を
生
じ
、
業
に
商
業
医
率
怠
る
も
の
を
特
定
し
た
る
以
上
、
的
ほ
賓

月

際
相
場
を
無
税
し
て
七
片
を
持
綾
す
る
に
於
て
は
、
ス
情
〈
営
初
の
目
的
と
議
離
背
反
す
る
は
見
易
き
白
川
崎
で
あ
る
。
苧
且
慶
政
府
は
己

む
な
〈
去
八
月
一
日
よ
り
商
業
医
率

E
七
片
よ
り
阿
片
宇
陀
低
下
し
て
再
ぴ
賃
際
相
場
に
追
随
す
る
の
砲
事
に
山
川
で
た
。

一
支
那
論
者

は
「
商
業
掛
牌
の
改
訂
は
帥
ち
一
時
的
使
宜
の
措
世
で
あ
っ
て
、
別
忙
原
因
の
存
在
す
る
あ
り
、
北
ハ
軍
要
な
る
も
の
に
約
そ
下
列
繭

議
幣
白
「
峠
定
相
場
」
『
市
場
相
場
L

及
「
商
業
相
揚
」

第
五
十
一
審

:四

時
四
競

JIU 



法
轄
の
「
法
定
相
場
」
「
市
場
相
場
」
及
「
商
業
相
場
」

第
五
十
一
巻

四

骨
四
輪

O 

種
あ
り
。

(
イ
)
最
近
政
的
は
建
設
事
業
癖
費
を
欝
集
す
る
矯
め
、
民
園
二
十
九
竿
建
設
金
公
債
|
|
英
金
公
債
一
干
高
瞬
、
米
金
公
債
五
千

寓
弗
ー
ー
を
後
行
し
た
が
、
設
会
倍
傑
例
第
三
僚
第
三
引
の
規
定
に
依
れ
ぽ
、
法
幣
を
以
て
公
債
を
購
入
す
る
者
は
、
財
政
部
所
定

の
商
業
漏
特
公
表
相
揚
に
依
り
、
英
金
又
は
米
金
に
換
算
し
て
計
算
す
と
あ
り
。
上
海
黒
市
相
場
に
依
て
言
へ
ば
、
法
幣
一
元
は
英

金
四
片
に
も
建
せ
や
是
よ
り
内
地
と
ト
海
聞
の
隠
水
宵
分
の
三
十
を
除
去
す
る
と
、
内
地
で
法
幣
を
以
て
晴
樹
矯
替
を
勝
賞
す
れ
ば
、

一
γ

ん
に
付
伎
に
二
片
七
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
若
し
政
府
が
内
地
人
民
に
従
前
白
商
業
相
揚
七
片
を
以
て
計
算
し
て
金
公
債
を
購
入

す
る
を
允
許
す
る
と
せ
ば
、
購
入
者
は
一
定
に
付
四
月
三
の
不
首
利
錠
を
獲
得
す
る
事
と
な
る
。
現
在
闘
家
財
政
支
出
を
正
営
に
す

ぺ
き
時
に
常
り
、
決
し
て
縦
に
人
民
が
厚
利
を
博
す
る
を
容
す
を
得
友
い
。
故
に
特
に
商
業
陸
卒
を
降
低
し
て
四
片
半
と
し
た
り
で

あ
る
。(

ロ
)
輪
山
川
商
品
中
財
政
部
指
定
の
柄
油
比
他
十
四
種
の
も
の
は
、
共
輸
向
鵠
替
を
政
府
銀
行
に
貰
却
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
去

年
七
月
以
前
は
中
央
銀
行
の
法
定
相
揚
に
依
て
結
算
し
た
が
、
七
月
以
後
は
商
業
相
揚
七
片
に
依
て
結
算
す
る
事
と
し
、
円
正
に
蒋
て

政
府
は
輸
出
E
奨
働
し
て
成
功
を
獲
め
た
。
然
る
に
共
後
梨
市
揚
の
相
場
は
又
復
た
低
落
し
て
最
近
時
ぽ
四
片
左
右
に
て
穏
定
し
て

居
る
が
、
中
関
交
通
商
行
の
商
業
掛
牌
と
相
去
る
=
一
片
で
あ
っ
て
、
不
正
営
の
商
人
は
、
共
商
品
主
上
海
共
他
よ
り
向
口
し
、
比
較

的
低
率
の
相
揚
を
以
て
結
慎
し
、
多
〈
の
法
幣
を
得
て
居
る
ロ
誌
に
於
て
走
私
の
風
頗
る
盛
行
せ
ざ
る
を
得
友
い
c

現
在
政
府
が
商

業
相
揚
主
四
片
半
に
減
低
し
て
盟
問
市
と
相
去
る
遠
か
ら
ざ
ら
し
め
た
の
で
、
内
地
各
閣
替
輸
出
公
司
は
其
買
収
商
品
の
慣
怖
を
撞
高

し

τ走
私
を
杜
絶
せ
し
む
る
事
が
出
事
る
。
前
に
這
市
北
の
措
置
は
輸
出
を
唆
励
し

E
商
品
白
論
陥
匝
へ
の
流
入
を
防
止
す
る
を
目
的



と
す
る

〔君L

'
ど
説
い
て
居
る
が
、
国
民
の
要
因
が
後
者
に
存
寸
る
は
改
め
て
綾
説
す
る
遣
も
な
い
所
で
あ
っ
て
、
業
に
法
定
相
揚
の

維
持
が
不
能
と
た
り
市
場
相
場
忙
遁
随
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
て
、
商
業
掛
牌
を
特
定
し
た
る
以
上
、
市
場
相
場
が
共
後
更
に
奔

落
し
て
商
業
相
場
と
の
問
忙
不
砂
の
冊
目
庭
を
生
じ
た
る
今
日
、
之
が
第
二
弐
の
引
下

E
徐
儀
左
〈
さ
る
i
A

は
営
然
の
迎
路
で
あ
る
。

而
も
戦
時
貨
幣
政
策
の
政
局
に
遁
逢
し
友
が
ら
、
中
央
銀
行
の
み
は
依
然
と
し
て
一
志
二
片
半
の
掛
牌
陸
率
を
繕
織
し
ベ
政
府
は
篭

も
貨
幣
慣
値
主
眼
低
す
る
の
企
闘
な
き
を
諮
明
」
せ
り
と
宣
僻
す
る
に
至
つ
て
は
、
諸
国
耐
も
甚
し
と
簡
は
ざ
る
を
得
友
い
。

四

最
後
に
中
央
銀
行
の
法
定
陸
率
に
就
て
一
階
概
設
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。

蹴
れ
ば
民
闘
廿
八
年
三
月
十
七
日
に
財
政
部
は
潟
持
続
制
強
化
の
一
助
と
し
=
「
各
機
関
請
購
外
陣
膝
行
注
意
事
項
」
を
制
定
し

政
府
各
機
闘
が
外
岡
矯
替
を
需
用
す
る
揚
合
に
、
財
政
部
と
別
に
手
絞
を
約
定
し
、
或
は
財
政
部
が
測
に
規
定
を
有
す
る
揚
合
以
外

に
融
問
理
す
ペ
苦
手
績
を
定
め
た
D
で
あ
る
。
剖
ち
政
府
各
機
関
が
外
国
よ
り
物
料
を
訂
購
し
、
或
は
以
前
購
入
の
物
料
代
金
を
支
梯

ぴ
或
は
外
籍
峨
員
の
給
料
を
支
排
ひ
、
或
は
人
員
を
外
聞
に
波
遣
し
共
旋
費
を
支
付
す
る
矯
め
に
外
岡
錫
替
を
請
購
ナ
る
揚
合
に
は

財
政
部
に
必
要
資
本
を
提
供
し
て
共
許
可
を
受
け
ざ
る
可
ら
ざ
る
事
と
し
た
。

越
え
て
同
年
四
月
二
日
是
等
の
外
園
協
梓
買
入
申
請
を
審
核
す
る
機
関
と
し

τ
「
外
陸
審
核
委
員
曾
」
在
る
も
の
を
特
設
す
る
事

と
な
b
J
「
外
陪
審
接
委
員
合
牢
程
L

を
公
布
し
た
。
日
正
に
操
っ
て
設
委
員
曾
の
機
構
と
運
響
と
を
簡
言
す
る
と
、

仰
、
財
政
部
は
各
槽
闘
の
請
酷
外
麗
事
宜
を
審
核
せ
し
む
る
震
め
に
、
外
陣
容
核
委
貝
曾
を
特
設
す
る
。

側
、
委
員
舎
に
委
貝
五
名
乃
豆
七
名
主
置
き
、
財
政
部
長
に
於
て
議
選
猷
荒
ナ
る
。
日
委
員
中
一
名
を
指
定
し
て
主
任
委
員
と
す
る
。

法
幣
白
「
法
定
相
場
」
『
市
場
相
場
」
及
「
商
業
相
場
」

借
主
十
一
巻

四

第
四
揖

註) J孫融検「商業掛牌改訂的原因」申報民図廿九年八月五日挽。



法
幣
白
「
桂
定
相
場
」
『
市
場
相
場
」
及
「
商
業
相
場
L

第
五
十
一
巻

四

回

皆
凹
崎
町

問
、
委
員
曾
は
隔
日
一
同
開
催
し
、
主
任
委
員
出
之
を
召
集
す
る
。

伸
、
委
員
曾
は
各
機
闘
の
外
岡
矯
替
購
買
巾
請
文
件
を
審
核
し
、
帯
核
意
見
を
財
政
部
長
に
議
請
し
、
之
を
核
定
す
る
。

倒
、
委
員
曾
は
其
工
作
情
形
に
就
て
毎
月
報
骨
を
編
製
L
財
政
部
に
是
報
ず
べ
き
も
り
と
す
。

例
、
香
員
舎
は
随
時
其
件
闘
同
日
替
に
謝
す
る
意
見
を
防
政
部
に
建
議
す
る
こ
と
が
同
車
る
。

誌
に
於
て
詰
時
外
園
鶴
替
府
民
申
請
に
関
す
る
事
務
を
耕
現
す
る
機
闘
忙
二
者
を
生
じ
た
。

一
は
中
央
銀
行
耕
迎
外
陪
請
核
耕

法
」
に
基
き
て
特
設
せ
ら
れ
た
る
中
央
銀
行
の
外
隠
然
核
廃
で
あ
っ
て
、
輸
入
商
品
代
金
決
済
に
必
要
在
る
外
国
潟
待
及
私
人
共
他

の
需
用
ず
る
外
園
潟
替
O
恭
核
を
潟
し
、
白
a
荷
額
に
針
し
て
泊
営
左
右
数
日
を
割
営
て
法
定
相
場
を
以
て
中
園
交
通
銀
行
を
通
じ
供

給
し
た
白
で
あ
る
。
他
は
右
掲
卒
般
に
某
昔
て
特
設
せ
ら
れ
た
る
財
政
部
の
外
陸
容
援
委
員
舎
で
あ
っ
て
、
政
府
所
属
各
機
関
D
需

用
す
る
外
岡
鴻
替

l
l軍
事
、
交
通
、
経
済
、
建
設
、
殺
育
、
文
化
、
財
政
、
衛
生
、
賑
持
、
薬
務
、
僑
務
共
他
の
九
類
ー
ー
の
審

核
を
潟
し
法
定
相
場
主
以
で
供
給
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
前
額
の
如
〈
昨
年
七
月
三
日
貿
易
統
制
、
周
助
替
管
叫
を
強
化
す
る
潟
め

に
、
「
逃
口
物
品
申
請
購
買
外
陸
規
則
L
E制
定
し
、
職
入
禁
止
品
以
外
の
圏
内
必
需
品
の
輸
入
弱
棒
に
就
て
は
、
外
陸
審
核
委
員
品
目

に
向
っ
て
購
買
を
申
請
す
る
事
に
改
め
た
の
で
、
「
中
央
銀
行
耕
理
外
陸
請
伝
興
法
」
は
駿
止
せ
ち
れ
、
自
然
中
央
銀
行
外
匪
請
核
鹿

も
解
惜
し
、
輸
入
商
品
代
金
、
私
人
共
他
の
需
用
並
に
政
府
各
機
関
の
所
要
を
通
巴
一
切
の
外
園
潟
替
申
請
審
按
事
項
は
、

ノじ

的

に
叫
刑
政
部
外
躍
審
接
委
員
舎
に
於
て
耕
理
す
る
に
至
っ
た
。

幾
何
も
芯
く
し
て
九
月
八
日
「
室
岡
金
融
耕
法
綱
嬰
」
及
つ
戦
時
健
全
中
央
金
融
機
構
騨
法
綱
要
L

が
領
有
せ
ら
れ
て
「
申
央
、

中
園
、
交
通
、

中
園
長
氏
四
銀
行
は
国
民
政
府
戦
時
金
融
経
済
政
策
を
遂
行
す
る
矯
め
に
、
四
行
聯
合
燐
事
撤
廃
|
|
四
聯
棉
庭
と

四
行
券
料
の
調
剤
、
四
行
務
行
準
備
の
審
接
、
外
匪
申
請
白
霧
核
及
牧
先
金
銀
色
管
理
に
閲
す
る
事
項
を

簡
稀

1
I
E特
組
し
L

、



推
賞
す
る
に
一
主
っ
た
。
之
が
矯
め
に
戦
時
経
消
及
戦
時
金
融
副
委
員
合
主
組
織
し
、
戦
時
令
一
融
委
員
合
比
四
行
の
内
地
と
口
岸
と
の

陸
款
の
調
度
M
A
外
岡
鴻
替
申
請
の
審
核
等
に
闘
す
る
事
項
を
主
管
す
る
隠
先
庭
を
添
設
す
る
と
、
庭
内
に
四
行
代
表
及
専
門
家
主
以

て
一
の
審
核
委
員
脅
聖
附
設
し
内
外
潟
脊
の
審
綾
事
務
を
瀞
却
叶
一
し
む
る
事
と
在
っ
た
。
お
に
於
て
折
角
一
元
化
さ
れ
た
外
岡
震
替

審
板
機
闘
は
復
た
-
一
重
制
に
移
り
、
核
定
の
様
が
財
政
部
よ
り
問
聯
総
底
叫
事
舎
に
賦
興
さ
れ
た
ロ
印
一
ち
財
政
部
の
外
属
恭
核
委
員

舎
は
初
容
を
捲
住
し
、
審
按
意
見
を
擬
具
し
て
阿
聯
綿
底
同
問
先
庭
審
援
委
員
合
陀
移
滋
複
審
せ
し
め
、
陸
免
底
は
川
崎
事
舎
の
按
定
を

揮
官
請
し
た
る
後
、
軍
政
各
機
関
に
屈
す
る
も
の
は
、
財
政
部
の
耕
迎
に
移
行
せ
し
め
、
輸
入
商
に
属
ず
る
も
の
は
復
た
外
匪
審
接
委

員
舎
の
塀
現
に
移
行
せ
し
め
る
仕
組
で
あ
る
。
斯
〈
し
て
即
事
舎
の
稜
定
を
経
た
る
所
要
外
岡
鋳
棒
は
軍
政
各
機
闘
に
属
す
る
も
の

は
従
前
と
何
等
瑚
型
化
及
〈
中
央
銀
行
を
泊
じ
て
同
行
の
掛
牌
陸
僻
1
1
l
一
志
一
一
片
半
白
法
定
相
場
を
以
て
M
H
給
せ
ら
れ
、
輸
入
商
に

属
す
る
も
の
は
中
岡
又
は
交
通
銀
行
主
通
じ
て
同
行
の
掛
牌
鴎
慣

l
i首
初
七
片
八
月
一
日
よ
り
四
片
品
十
の
商
業
相
場
を
以
て
供
給

せ
ら
る
h

の
で
あ
る
。
従
て
中
央
銀
行
白
掛
牌
法
定
陸
率
は
政
府
各
機
闘
が
外
岡
潟
替
を
必
要
と
す
る
際
に
の
み
遁
用
せ
ら
れ
、
輸

出
入
貿
易
に
は
一
切
闘
係
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
文
字
掻
り
有
名
無
責
で
あ
っ
て
、
政
策
の
欺
繭
的
友
る
忙
三
篤
せ
ざ
る
を

得
た
い
。

以
上
項
を
逐
ム
て
綾
説
せ
し
所
主
要
約
せ
む
か
、
目
今
法
幣
の
謝
外
債
値
を
示
現
す
る
矯
替
相
揚

ιは
、
章
一
要
性
白
税
京
大
小
と

民
資
性
白
濃
淡
厚
蒋
と
を
姑
ら
〈
論
外
と
す
れ
ば
、
大
凡
そ
三
種
の
別
が
あ
る
。

ω、
市
揚
相
揚
|

i
黒
市
暗
盤
|
l
呂

E
r
z
F官

民
岡
三
十
七
年
三
月
十
四
日
よ
り
潟
替
管
現
在
敢
行
し
て
、
従
来
の
無
制
限
外
聞
矯
替
寅
却
を
廃
止
し
、
購
買
申
請
に
封
す
る
割

法
幣
の
「
詰
定
相
場
」
『
市
揚
相
場
」
且
「
商
業
相
場
」

第
五
十
一
審

四

五

信
四
親



法
幡
町
「
法
定
相
場
」
『
市
場
相
場
」
及
「
商
業
相
場
」

第
五
十
一
審

四

~ /、

第
四
焼

圃

営
に
輔
入
す
る
と
、
法
幣
債
値
維
持
の
大
黒
柱
が
傾
倒
す
る
事
と
た
り
、
上
海
市
場
忙
於
け
る
寅
際
相
揚
は
忽
ち
崩
落
の
一
途
を
辿

り
、
逐
漸
法
定
相
揚
と
相
距
る
遺
き
も
の
あ
る
忙
至
っ
た
。
而
し
て
中
央
銀
行
白
矯
替
割
営
額
は
竿
歳
を
出
で
宇
し
て
全
く
ノ
ミ
ナ

ル
の
も
の
と
化
し
、
、
上
海
に
於
け
る
香
上
銀
行
は
需
給
を
按
じ
て
市
揚
相
揚
に
依
り
潟
替
の
寅
買
を
練
け
た
、
品
川
ら
く
主
と
し
て
軍

慶
政
府
の
危
区
間
と
計
算
に
於
て
行
ふ
た
も
白
で
あ
ら
う
。
斯
〈
し
て
重
慶
政
府
は
最
早
や
法
幣
偵
値
維
持
の
能
力
を
閥
如
せ
る
を
明

臨
時
に
し
た
が
、
結
局
英
田
岡
政
府
忙
泣
付
き
て
芙
支
合
作
の
平
準
外
艦
基
金
を
特
設
し
、
香
港
に
生
る
運
用
委
員
曾
が
基
金
操
作
の
責

任
主
負
ひ
、
上
海
に
十
代
る
香
上
及
喧
明
雨
行
を
し
て
寅
際
操
作
を
行
は
し
む
る
事
と
し
た
。
円
叫
に
依
て
法
幣
慎
値
維
持
の
重
任
は
、

重
慶
政
府
よ
り
英
図
側
の
運
用
委
員
曾
に
特
嫁
さ
れ
た
と
視
る
事
が
出
来
る
。
共
後
委
員
舎
は
数
次
第
替
の
寅
止
を
命
ヒ
て
、
矯
替

水
準
を
低
下
せ
し
め
、
基
金
特
設
首
時
の
八
片
蓋
よ
り
三
片
八
七
五
左
右
と
半
分
以
下
に
落
下
せ
し
め
た
ロ
此
市
揚
相
場
が
法
幣
債

値
の
買
賓
の
姿
を
映
せ
る
も
の
た
る
事
は
多
言
を
須
ひ
友
い
。

ω、
商
業
相
揚
|

1
商
業
掛
牌
匪
卒

i
冨

2
5
z
g
z

重
度
政
府
は
民
園
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日
に
在
外
資
金
補
充
策
と
し
て
「
商
人
運
貨
出
口
及
住
口
結
外
陸
耕
法
」
を
公
布
し
、
一
平

十
四
種
白
重
要
輸
出
口
聞
の
輸
出
銭
替
を
中
園
又
は
交
通
銀
行
に
責
却
せ
し
む
る
輪
山
内
錫
替
集
中
制
を
採
揮
し
た
。
而
し
て
常
初
是
に

癌
用
す
る
震
替
相
揚
は
、

一
志
二
片
牢
の
法
定
相
揚
で
あ
っ
て
巳
に
潟
替
管
理
に
依
り
、
低
落
に
織
ム
た
市
場
相
場
と
軒
軽
が
あ
り

日
を
絞
る
に
随
ム
て
甘
パ
度
を
加
へ
た
の
で
馬
替
寅
却
を
強
制
せ
ら
る
L
輪
出
者
は
、
頗
る
不
利
の
立
揚
と
た
り
密
輸
が
旺
行
し
て
、

庶
幾
の
目
的
に
背
反
す
る
に
支
っ
た
。
何
て
政
府
は
周
商
打
開
の
方
策
と
し
て
表
面
法
定
相
揚
の
維
持
を
装
ひ
乍
色
一
、
商
業
相
場
な

る
も
の
を
創
肇
し
、
職
問
商
は
一
際
法
定
相
場
主
以
て
矯
替
を
費
却
す
る
建
前
は
縫
更
せ
ざ
る
も
、
中
閥
及
交
通
銀
行
自
公
表
相
揚



印
ち
商
業
相
場
と
法
定
相
場
と
の
差
縮
に
相
営
ず
る
金
額
を
法
幣
を
以
て
輸
出
者
に
抑
戻
す
事
と
し
た
。
定
に
耳
を
埼
ム
て
鈴
を
盗

む
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
輸
入
震
替
に
闘
し
で
も
同
様
の
仕
組
を
樹
て
輸
入
禁
止
品
以
外
の
闘
内
必
需
品
輸
入
に
必
要
な
る
第
替
購

買
に
就
て
は
、
財
政
部
の
外
匿
容
核
委
員
舎
に
申
請
し
、
共
許
可
を
得
て
申
園
又
は
交
通
銀
行
よ
り
供
給
さ
れ
る
が
、
此
揚
合
に
も

一
隊
法
定
相
揚

E
以
て
貰
却
す
る
が
、
輪
入
者
は
法
定
相
揚
と
二
一
行
の
公
表
相
揚
止
の
差
額
に
柏
賞
す
る
金
翻
を
平
街
費
と
し
て
納

入
す
る
を
裂
す
る
事
と
し
た
。

耐
し
て
附
問
錦
叫
甘
の
寅
却
を
強
制
せ
ら
る
L
輪
川
町
商
品
は
首
初
二
十
四
種
そ
り
し
を
十
三
種
に
減
少
し
、
更
に
全
部
の
輸
出
品
に

横
大
し
最
近
復
た
十
四
種
に
限
定
し
た
の
で
、
商
業
相
揚
を
泊
加
せ
ら
る
L
範
聞
は
輸
出
に
於
て
十
四
種
、
総
入
に
於
て
禁
止
品
以

外
の
圏
内
必
需
品
で
あ
り
剖
手
光
の
華
商
左
る
事
は
言
を
須
び
友
い
。
又
相
場
は
官
初
七
片
な
り
し
を
市
揚
相
揚
の
惨
t
滑
に
遁
随
し

て
去
八
月
一
日
よ
り
四
片
半
に
引
落
し
た
。

問
、
法
定
相
揚

|
i法
定
陸
率
1
1
1
0
B
E
t
p
z

一
志
二
片
品
十
の
法
定
相
担
制
維
持
は
、
貴
闘
民
政
府
戦
時
経
怖
政
策
の
柑
紐
を
成
せ
し
丈
け
に
、
切
め
て
表
面
上
の
み
に
で
も
之
が
不

動
E
裳
ひ
支
部
民
地
主
を
欺
附
せ
む
と
し
て
商
業
相
揚
を
創
始
し
乍
ら
も
、
命
中
央
銀
行
は
法
定
相
揚
を
公
表
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

而
も
支
邪
貿
易
金
融
の
中
心
市
場
た
る
上
海
に
於
て
は
庚
〈
中
外
商
人
は
市
揚
相
揚
を
以
て
震
替
を
責
賀
し
重
慶
政
府
の
勢
力
下
に

残
れ
る
内
地
に
於
て
は
、
華
商
の
取
扱
ム
十
四
種
の
銭
替
由
民
却
を
四
回
制
さ
る
L
主
要
輪
出
品
(
輸
出
D

大
宗
た
る
桐
柄
、
茶
葉
、
豚
毛
及
銑

農
は
闘
普
貿
易
)
及
禁
止
外
の
園
内
必
需
品
の
輸
入
に
針
し
て
は
商
業
相
揚
が
泊
用
せ
ら
れ
る
の
で
、
汎
〈
経
済
取
引
は
法
定
相
場
。

持
外
に
出
て
居
る
。
従
て
残
さ
れ
た
る
法
定
相
揚
適
用
の
範
閣
は
僅
に
政
府
各
機
闘
が
正
首
の
州
詮
に
囚
hv
、
外
国
鴻
替
を
需
用
す

法
幣
の
「
怯
定
相
場
」
「
布
揚
相
揚
」
及
「
商
業
相
場
」

第
五
十
一
巻

四

七

第
四
披

五



法
停
の
「
詰
定
相
場
』
市
場
相
場
」
及
「
商
業
相
場
一

る
際
核
止
m
E総
て
中
央
銀
行
よ
り
供
給
さ
る
ts

も
の
に
止
ま
り
、
政
府
が
政
府
の
必
要
を
充
た
す
場
合
に
使
川
さ
る
L
の
み
で
あ
る

情
宜
十
一
巻

凹

JC 

第
四
掠

{ 
ノ、

か
ら
、
法
定
相
揚

E
越
川
す
る
と
否
と
は
全
〈
意
義
を
有
せ
ざ
る
事
柄
で
あ
る
。
中
閥
、
交
通
雨
行
に
は
商
業
相
揚
を
公
表
せ
し
め

乍
ら
中
央
銀
行
の
み
に
は
依
然
法
定
相
揚
を
一
公
表
せ
し
め
て
、
法
幣
慣
他
維
持
政
策
に
経
克
た
し
と
市
民
噺
い
て
居
る
。
支
那
の
雑
誌

新
出
等
が
「
此
次
財
政
部
が
商
業
陳
先
#
を
四
片
半
に
改
定
し
た
る
を
誤
解
し
て
以
て
法
幣
針
外
陣
倒
を
降
低
し
た
り
と
矯
ナ
者
あ

る
が
共
寅
中
央
銀
行
の
掛
牌
は
始
終
未
だ
動
か
な
い
。
今
政
に
改
鮒
し
た
る
所
の
も
の
は
、
乃
ち
巾
園
、
交
羽
銀
行
の
商
業
師
陣
慣
に

係
り
、
平
案
十
四
種
輸
出
商
品
の
潟
格
頁
却
に
朋
ひ
ら
る
t
A

而
巴
で
あ
る
。
荒
し
政
府
の
矯
替
統
制
以
来
土
貨
の
輸
出
に
は
、
七
片

を
以
て
中
交
銀
行
に
お
持
主
賓
却
す
可
き
を
規
定
し
た
が
、
資
際
黒
お
の
相
抑
制
は
三
局
半
と
四
片
の
聞
を
往
来
し
共
差
過
距
在
る
を

売
れ
左
い
。
而
し

τ相
夫
を
蒙
る
者
は
自
ら
輪
同
商
人
に
嵐
ず
る
、
作
地
に
於
て
政
府
は
輸
出
者
を
間
幽
す
る
目
的
を
以
て
特
に
商
業

陸
率
を
改
縮
し
て
四
片
乍
と
し
た
。
此
項
措
山
中
祉
は
濁
り
輸
出
を
奨
働
す
る
の
み
友
ら
A
Y
、
H
非
必
持
川
仙
の
輸
入
を
限
制
す
べ
き
も
の

民
話
こ

で
あ
っ

τ、
法
幣
の
阪
航
に
五
五
つ
て
は
一
告
も
未
だ
改
鋳
し
た
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
又
「
財
政
部
は
後
令
し
て
八
月
一
日
よ

り
中
岡
交
通
二
行
の
商
荒
川
町
牌
を
改
訂
し
一
般
に
良
相

E
川
か
忙
せ
ざ
る
者
は
、
以
て
政
府
が
法
幣
幡
債
を
肢
低
し
、
通
貨
膨

脹
の
徴
象
を
願
有
す
る
も
の
と
な
し
、
投
機
者
又
た
此
機
舎
を
併
り
て
鍬
風
作
浪
し
た
の
で
数
週
間
穏
定
し
て
居
っ
た
錫
替
市
揚
は

叉
縮
勢
を
現
は
し
一
然
し
賓
際
上
中
央
銀
行
の
掛
牌
は
の
ほ
一
志
二
片
牢
で
あ
っ
て
、
政
附
が
去
も
幣
値
を
庇
低
す
る
企
闘
を
有

へIL
一己」

と
設
け
る
が
如
き
も
モ
の
意
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
。

せ
ざ
る
を
諮
問
し
て
居
る

敦
れ
に
す
る
も
劃
外
債
値
の
三
者
鼎
立
す
る
が
如
昔
鈴
雑
怪
脊
の
現
象
は
、
濁
り
支
那
に
於
て
の
み
槻
る
を
得
る
所
で
あ
っ
て
重

由
民
政
府
の
戦
時
経
済
政
策
中
陀
於
け
る
法
特
傾
値
維
持
の
重
要
性
と
、
共
破
局
に
遭
逢
し
て
の
深
刻
た
る
苦
悩
と
、
北
(
百
方
奔
命
せ

る
揃
縫
糊
塗
と
を
看
取
す
る
に
難
し
と
し
た
い
。
(
昭
和
十
宜
年
八
月
二
十
五
日
V
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